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流
通
界
へ
の
遁
貨
の
品
校
生
消
滅
と

三
一
一
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の
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十
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支
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ナ

テ

ス

於

げ

る

園

家

像

中

J!I 

興

之

助

lま

し

占ヨ

き

ナ
チ
ス
は
ナ
ヂ
ス
革
命
に
よ
り
亡
始
め
て
民
白
調
逸
岡
家
が
建
設
せ
ら
れ
た
と
友
ず
に
徴
し
て
も
明
か
在
る
如
〈
、
彼
等
に
よ
れ

ば
従
来
の
潤
逸
岡
家
は
未
完
成
で
あ
り
て
蕗
多
の
本
質
的
紋
院
を
有
す
る
も
の
で
あ
ワ
た
。
今
や
ナ
チ
ス
は
E
れ
ら
の
快
院
を
除
か

ん
が
矯
め
に
醤
苦
闘
家
間
制
を
根
本
的
に
媛
革
せ
ん
と
し
つ

L

あ
る
の
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
閲
家
は
人
類
の
基
本
的
生
前

隠
制
で
あ
り
て
、
モ
の
可
否
善
悪
は
人
知
の
運
命
bz
決
す
る
も
の
在
る
が
般
に
、
諸
闘
の
闘
家
暢
制
は
吾
人
に
と
り
で
も
貫
叙
怒
る

研
生
釦
象
を
在
す
の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
の
所
調
庭
の
岡
家
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
と
岡
島
に
、
か
れ
ら
に
よ
る
過
去
の
濁
逸
岡
家

の
批
判
は
叉
古
人
に
多
く
の
曲
学
的
興
味
主
興
へ
る
白
ぜ
あ
る
。
殊
に
ナ
チ
ス
に
よ
る
対
岡
家
形
成
の
原
現
或
は
過
去
の
国
家
の
批
判

白
隠
盟
の
中
に
は
、
日
本
的
偲
統
に
接
近
す
る
も
の
多
き
を
み
て
、
高
世
不
易
の
目
本
闘
関
原
理
の
如
何
忙
崇
高
偉
大
た
毛
も
の
た

る
か
を
今
更
白
如
く
認
識
せ
し
め
ら
る
h

も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
か
つ
て
は
泰
西
の
事
問
と
し
て
我
日
本
が
廉
ん

に
岡
家
哲
皐
干
行
政
理
論
主
調
逸
か
ら
串
び
と
ら
ん
と
し
た
も
の
た
る
が
、
そ
れ
ら
が
彼
闘
に
於
て
は
貨
の
岡
山
戒
を
求
め
る
苦
怖
の

過
程
の
所
産
な
り
し
乙
と
を
忠
ム
と
雪
、
将
来
外
岡
壊
の
例
究
忙
一
居
慣
骨
民
主
期
す
べ
き
と
と
を
感
ぜ
し
め
る
。

さ
て
ナ
チ
ス
に
擦
れ
は
岡
家
は
民
族
三
己
ご
の
政
治
的
生
活
形
式
で
あ
る
。
岡
山
長
の
本
質
を
か
ゃ
う
た
も
の
と
認
識
す
る
に
五
れ

る
は
、
貨
に
新
し
き
ナ
チ
ス
の
世
界
観
即
ち
た
族
的
世
外
観

(
2
E吾
作
主
喜
吉
邑

E
E問
)
に
よ
る
の
で
あ
り
、

ナ
チ
ス
忙
よ
り
て
始

ナチ
λ

に
於
け
る
岡
家
像

第
五
寸
七
巻

O 
七

第
三
一
統

3i. 



ナ
チ
ス
に
於
け
る
闘
家
樺

第
丘
ト
七
巷

=
第
一
一
一
披

O 
i¥、

プ言

め
て
相
明
治
民
族
の
世
界
観
が
確
立
し
、
又
そ
の
批
界
観
に
即
し
て
新
し
き
園
家
が
建
設
せ
ら
る
t
h

己
と
t
h

在
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ヂ

ス
は
い
ふ
。
民
族
的
世
界
観
己
モ
僻
統
的
在
調
逸
的
信
念
・
感
情
・
思
惟
の
表
現
で
あ
り
、
と
の
世
界
硯
に
印
藤

f
z岡
家
に
し
て

始
め
て
買
に
潤
逸
的
体
統
信
念
・
感
情
・
思
惟
に
致
ず
る
買
の
園
家
で
あ
る
と
。
換
言
す
れ
ば
民
族
的
世
界
視
し
し
そ
れ
に
邸
ず
る

民
族
的
図
家
阻
よ
り
て
凋
泡
人
の
理
念
と
現
貫
生
活
と
が
一
健
化
ず
る
の
で
あ
る
。
濁
逸
陀
於
ナ
一
は
今
日
ま
で
種
々
の
世
界
観
が
行

は
れ
叉
モ
れ
に
卸
し
て
種
々
の
岡
家
論
が
行
は
れ
た
が
そ
れ
ら
は
悉
〈
他
民
族
的
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
今
口
民

せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
思
ふ
陀
建
闘
の
あ
る
所
必
中
建
国
精
神
が
あ
る
べ
〈
、
建
関
精
神
確
立
し
て
岡
家
樗

族
的
危
る
も
の
に
統

制
も
定
ま
る
の
で
あ
る
。
我
闘
の
如
〈
肇
園
の
昔
よ
り
建
闘
精
神
が
確
立
し
て
微
動
だ
も
せ
ざ
る
岡
山
高
よ
り
み
れ
ば
、
凋
逸
岡
家
が

今
自
主
で
建
闘
精
神
を
確
立
し
て
ゐ
た
か
っ
た
こ
と
を
異
と
す
る
で
あ
ら
う
が
そ
れ
が
率
九
多
〈
の
「
泰
珂
」
岡
家
に
共
通
た
の
で

あ
る
。
五
口
人
は
以
下
陀
ナ
チ
ス
に
よ
る
葎
き
調
布
地
同
家
照
制
の
批
判
を
件
見

L
ょ
う
。

第
一
帝
闘
の
理
念

澗
逸
聞
{
哉
の
成
立
を
四
組
曲
四
年
と
み
る
、
か
に
就
て
は
愚
説
上
は
問
土
り
般
的
閲
民
信
仰
に
於
て
も
何

ιの
定
見
が
た
い
。
唯
カ

ロ
リ
ン
グ

(
P
E
E
m
E
)
朝
の
フ
ラ
ン
ク
壬
闘
の
僻
関
民
、
よ
り
て
潤
逸
園
王
の
成
立
が
あ
っ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
た
い
。
し
か

も
フ
ラ
ン
ク
王
園
の
解
鰐
も
-
時
に
行
は
れ
た
も
の
忙
非
守
し
て
徐
々
に
行
は
れ
た
吊
も
の
で
あ
る
。
か
の
、
問
紀
八
同
一
一
年
の
ヴ

エ
ル
グ
ン
僚
約
や
同
八
七

O
年
の
メ
ー
ル
セ
ン
僚
約
は
そ
の
解
髄
へ
の
道
棋
と
在
り
で
残
っ
て
ゐ
る
E
と
は
人
の
周
〈
知
る
如
く
で

あ
る
。
史
家
は
九
世
紀
内
問
十
年
代
以
後
、
現
貨
の
政
治
情
勢
の
准
移
民
つ
れ
て
究
第
に
フ
ラ
ン
ク
玉
岡
山
崩
農
が
行
は
れ
た
も
の

と
一
み
て
ゐ
る
α

f闘再旅着、澗2車中世史軒先、 p.136-1-37 豆)



周
知
の
如
く
ナ
チ
ス
は
ナ
チ
ス
岡
市
濯
を
第
三
帝
岡
吉
岡
E
O
P
R
Z
と
よ
ぴ
、
開
紀
九
六
三
年
ォ
ツ

l
大
帝
に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ

八
七
一
年
ぜ
ス
マ
ル
ク
に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ
し
湖

L
神
聖
日

1

7
帝
岡
(
制
問
。
守
問
。
ョ
吉
川
町
君
主
を
第
一
帝
岡
宮
崎
母
国

oZ)、

逸
闘
家
主
第
二
岡
家
有
者

2
R
F
E
Y

九
一
八
年
十

月
革
命
に
よ
り
て
生
圭
れ
し
岡
家
所
謂
ワ
イ
マ

1
ル
「
Z
E
E
-
岡
家
を
巾

「
致
せ
ざ
る

間
岡
家

(
N
1
5
Y
3
2
Z
4
2ど
よ
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
過
去
の
岡
家
は
そ
心
理
念
に
於
f

』
叉
構
造
に
於
て

「今

n
に
至
る
ま
で
政
治
的
分
裂
は
調
逸
の
指
命
で
あ
っ

た
。
阿
欧
諸
闘
に
於
て
既
陀
数
世
紀
以
来
出
現
し
て
ゐ
た
線

η
た
政
治
的
意
士
山
協
同
鰐
と
し
て

O
囲
民
豆
島
。
目
)
た

3
4
の
を
、
相
側

逸
民
族
は
最
近
に
至
る
ま
で
知
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
は
い
ふ
。
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
濁
逸
園
家
と
同
剛
氏
と
は
金

の
み
た
ら
十
、
決
し
て
潤
準
的
本
質
の
撤
現
じ
た
も
の
で
は
在
か
っ
台
。

く
統

-
t知
ら
血
未
完
成
の
も
の
で
あ
っ
た
り
で
あ
る
。
主
づ
第
一
帝
園
の
形
成
原
理
主
同
願
L
止
与
。

帝
国
幽
即
ち
神
県
ロ

1

7
帝
闘
の
向
現
は
遠
〈
遡
り
て
プ
ラ
ン
ク
王
シ
ャ
ー
レ
マ
ン

(2ユ
何
回
百
官
吋

4
m
)

K
裂
す
る
。
邸
ち
シ
ャ
ー
レ
マ
ン
が
領
土
を
瞭
張
し
内
治
外
交
の
功
大
怒
る
に
上
り
て
商
担
八

O
O年
法

τレ
ォ
=
一
冊
よ
り
閲
雑
馬

抑
も
ナ
チ
ス
の
所
謂
第

市
長
帝
の
帝
冠
を
受
け
し
よ
り
、
そ
の

F
孫
皆
帝
時
蜘
を
稽
し
た
。
安
で
西
紀
八
七

O
年
の
メ
ル
セ
ン
保
約
に
よ
り
て
共
領
土
一
一
一
分
せ
ら

れ
現
時
の
調
及
伊
の
閥
境
が
略
定
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
共
濁
泡
方
面
は
シ
ャ
ー
レ
マ
ン
の
子
孫
の
相
続
す
る
所
在
り
し
が
、
問
紀

九
一
一
年
に
至
り
玉
統
絶
え
し
か
は
園
内
の
諸
侯
伯
は
フ
ラ
ン
コ
ニ
ア
公
ヨ
ン
ラ
ツ
ド
を
目
耳
且
置
す
t
k
噛
地
面
帯
し
た
。
然
L
y
t
続
は
有

名
無
貨
に
過
ぎ
や
質
構
は
諸
闘
の
候
伯
の
手
に
あ
っ
た
。
然
る
に
同
記
九
一
三
月
年
サ
ク
ソ
エ
ヤ
公
の
治
ツ
ト
王
位
に
帥
く
に
及
び
内

飢
を
同
市
討
し
外
窓
生
防
過
し
伊
太
利
の
内
飢
を
も
討
伐
し
て
、
そ
の
宅
位
、
佐
粂
ね
し
か
ば
ロ

1

7
法
県
は
こ
の
日
耳
目
A
1
f

忙
一
糾
翌
ロ

1

7
皇
帝
の
帝
冠
を
加
へ
た
。
川
崎
に
榊
型
ロ
!
?
皇
帝
の
骨
早
稲
が
始
、
ま
り
繭
来
皇
帝
は
世
主
選
曲
帯
に
出
で
十
五
世
紀
以
来
後
填
友
利

公
家
に
て
常
に
帝
位
主
点
め
し
が
、
舵
代
の
皇
帝
は
乙
の
紳
聖
ロ

1

7
皇
帝
の
傘
稀
を
品
現
用
し
て
十
九
世
紀
に
及
び
、
ナ
ポ
レ
オ
ン

ナチ
λ

に
於
け
る
岡
家
像

O 
ブL

揮
官
一
輔
副

七

第
宜
十
占
巷
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ナ
チ

λ

に
於
け
る
岡
家
像

世
が
日
耳
長
諸
岡
を
融
制
合
し
て
ラ
イ
ン
岡
県
を
組
織
す
る
に
及
び
一
川
聖
ロ

1

7
帝
閣
は
向
ら
滅
び
、
皇
帝
プ
ラ
ン
ツ
は
一
八

O
問

第
五
十
七
巻

O 

第
三
雄

A 

年
帝
位
を
俳
し
車
に
填
ト
A

利
皇
帝
と
稀
す
る
に
五
っ
た
の
で
あ
る
ω

か
く
て
神
聖
ロ

1
7
皇
帝
左
帝
闘
の
都
競
は
約
九
可
作
作
北
し

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
存
続
の
年
限
の
永
き
己
と
か
ら
み
て
勿
論
そ
れ
は
第
二
帝
闘
白
約
六
十
年
、
中
間
岡
'
家
の
約
1
五
年
の
短
き

に
比
す
べ
く
も
た
い
。
乍
併
そ
れ
は
岡
家
と
し
て
如
何
た
る
形
成
原
理
を
も
っ
て
ゐ
た
一
も
の
で
あ
ら
う
か
。

f

、

オ
ツ
ト
大
帝
に
よ
る
第
一
帝
図
は
以
上
の
如
く
し
て
生
ま
れ
し
も
の
在
る
が
、
も
ム
し
/
¥
澗
遜
岡
主
を
生
み
問
し
た
ヴ
エ
ル
、
タ
ン

僚
約
に
せ
よ
メ
ル
セ
ン
僚
約
忙
せ
よ
、
何
れ
も
フ
ラ
ン
ク
王
閣
の
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
諸
皇
子
聞
の
勢
力
均
衡
を
目
的
と
し
之
に
貴

族
等
の
現
質
的
勢
力
関
係
等
に
よ
る
現
寅
的
政
治
的
事
情
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
し
も
の
に
し
て
、
何
等
-
定
の
理
念
の
上
に
建
設
せ

ら
れ
し
同
家
で
は
た
く
、
叉
そ
れ
ん
¥
の
領
域
に
於
て
禰
立
せ
ざ
る
を
え
ざ
る
民
族
園
結
}
と
か
一
利
曾
的
経
械
的
事
情
が
存
し
て
分
離

分
割
が
行
は
れ
た
も
の
で
も
友
い
。
そ
の
成
立
は
要
す
る
に
賢
際
的
使
宜
的
政
策
的
在
も
の
に
す
智
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

州
事
ロ

1
Y
帝
闘
の
碁
礎
は
か
く
の
如
〈
薄
弱
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
フ
リ
ツ
ク
の
い
ふ
如
く
、
「
神
聖
ロ

1
7
皇
帝
は
ロ

1

7

帝
冠
に
劃
し
て
、
そ
め
調
逸
国
一
土
に
謝
し
て
よ
り
も
、
よ
り
多
〈
の
慎
備
を
置
雪
始
め
た
。
諸
帝
位
民
力
を
ば
数
県
や
仰
太
利
モ

の
他
澗
治
以
外
の
勢
力
範
園
の
反
封
者
と
の
嫡
々
新
た
る
戦
争
に
蕩
斗
寵
し
た
。
彼
等
は
朝
間
逸
民
衆
を
ば
一
の
帝
冠
の
震
に
、
邸
ち
彼

等
比
外
国
的
た
光
輝
を
附
興
す
る
で
あ
ら
号
が
、
そ
の
人
民
の
利
径
の
震
に
用
う
ベ
安
一
何
等

ω力
を
も
附
興
し
え
む
帝
冠
の
震
に
犠

牲
に
供
し
た
。
内
に
あ
っ
て
は
諸
伎
及
び
聖
峨
貴
族
建
は
飴
り
忙
も
度
章
た
る
皇
帝
の
不
在
を
も
利
用
し
て
己
れ
が
宋
勢
の
拙
耐
え
を

車
に
弧
大
た
る
岡
家
椋
力
を
阻
止
せ
ん
矯
め

山り

ば
か
り
に
、
諸
候
は
民
族
の
異
た
る
外
邦
人
を
皇
帝
に
建
立
し
外
固
と
同
盟
す
る
や
弓
た
」
己
と
も
敢
て
仕
刊
か
ず
に
至
っ
た
」
と
い

ふ
。
従
う
て
オ
ツ

1
大
帝
K
よ
れ
り
て
建
設
せ
ら
れ
し
紳
聖
ロ

1
7
帝
国
は
辛
ろ
じ
て
二
百
年
仕
の
命
脈
を
保
ち
し
に
寸
ぎ
中
、
既
K

は
か
っ
た
。
諸
候
は
愈
々
犬
と
怒
り
強
力
と
在
る
干
皇
帝
は
愈
々
弱
少
と
怒
っ
た
。

マ
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?
へ
ン
シ

7
ウ
フ
エ
ン

(ztEEE)(一
一
一
セ
町
三
一
円
山
忠
則
じ
い
一
恥
、
一
三
一
一
足
袋
、
二
J

一
計
一
円

L
h
i
b
k
h
U
)

時
代
に
故
に
波
浮
が
始
っ
た
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
一
般
に
政
治
的
統
一
の
形
成
は
ウ
エ
ス
ト
フ

7
p
ア
の
平
和
曾
議
以
来
、
形
成
上

に
も
資
質

k
に
も
同
有
の
濁
立
的
権
力
の
指
ひ
手
た
る
に
至
っ
た
濁
逸
の
諸
地
方
領
地
槽

(
4
2
z
g
m
f
o
z

そ
の
地

方
領
地
樺
か
ら
濁
逸
の
諸
王
朝
が
山
内
現
し
党
白
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
濁
逸
固
と
し
て
政
治
的
統
↑
の
要
閃
と
な
ら
宇
久
し
〈

寧
九
分
離
分
裂
の
裂
閃
と
在
っ
て
ゐ
た
。
濁
品
坦
の
統
一
は
と
の
濁
遜
諸
地
方
領
域
樫
の
中
最
も
大
に
し
て
、
日
つ
最
も
完
成
せ
る
プ

ロ
シ
ヤ
刷
州
一
哉
の
建
設
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
古
昔
謂
逸
神
聖
ロ

1
7
帝
闘
は
政
治
的
統
で
は
た
く
蛍
時
白
政
治

的
ず
作
者
た
る
サ
ム
ヱ
ル
・
プ
ツ
フ
エ
ン
ド
ル
フ
が
表
現
し
た
や
う
に
怪
物
に
似
た
る
玄

E
5
2
2
再
E
E
Eる
も
の
で
あ
り
、

換
言
す
れ
ば
政
治
的
に
無
定
型
た
一
形
象
で
あ
っ
九
」
の
で
あ
る
。

第
二
帝
闘
の
理
念

ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
り
て
建
設
せ
ら
れ
し
ナ
チ
ス
の
所
謂
第
二
帝
閣
は
之
を
源
に
遡
れ
ば
紳
聖
ロ

1
7
帝
闘
の
北
境
た
る
プ
ラ
ン
デ

ン
戸
ル
グ
に
世
々
鎮
守
将
軍
た
り
し
プ
ロ
シ
ヤ
公
に
始
ま
る
。
郎
ち
プ
ロ
シ
ヤ
A

叫
が
プ
ロ
ム
V

ヤ
地
方
を
突
第
に
併
合
し
て
大
い
に
勢

力
主
得
、
十
八
世
紀
の
始
め
に
紳
聖
ロ

1
マ
皇
帝
よ
り
主
抗
を
提
け
ら
れ
た
。
ラ

f
シ
同
閥
解
散
後
調
遜
聯
邦
組
織
せ
ら

5
h
や
填

太
利
が
そ
の
盟
主
た
る
に
も
拘
ら
す
プ
ロ
シ
ヤ
の
勢
力
は
填
太
利
を
麗
し
、
繭
来
雨
岡
互
に
反
目
し
て
一
八
六
六
年
の
普
填
戦
争
と

ベ

ー

た
り
、
ァ
ロ
シ
ヤ
は
境
太
利
を
破
り
て
之
を
聯
邦
外
広
逐
ひ
、
更
に
北
調
逸
聯
邦
を
組
織
し
て
そ
の
盟
主
a
む
な
っ
た
。

-
八
七

O
l

一
年
の
品
目
悌
戦
争
後
ア
ロ
シ
ヤ
の
勢
力
は
沖
疋
の
概
あ
り

一
八
七
一
年
ム
聯
邦
諸
闘
を
結
合
し
て
帝
岡
を
設
な
し
温
法
を
制
定
し

プ
ロ
シ
ヤ
王
は
金
調
逸
園
白
帝
位
を
乗
ね
る
乙
と
h
h

在
っ
た
。
問
調
第
二
帝
闘
は
か
く
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
モ
の
建
設
が

ナ
チ
ス
に
於
け
る
園
家
像

第
五
十
七
巻

侮
一
早
擁

ブL
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ナ
チ

λ

に
於
け
る
園
家
像

第
五
十
七
巻

要事

掠

O 

ピ
λ

マ
ル
ク
の
力
に
よ
る
己
と
の
甚
大
た
り
し
は
、
と
の
帝
園
が
一
に
又
ピ
ス
マ
ル
ク
岡
家
と
よ
ば
る
h

に
よ
り
て
も
明
か
で
あ
ら

う
e

き
て
王
白
人
は
こ
の
第
三
帝
闘
に
如
何
在
る
建
闘
の
抑
制
念
を
見
山
川
し
う
る
で
あ
ら
ろ
か
。

ア
ロ
シ
ヤ

F
闘
は
目
一
身
長
帝
岡
即
ち
神
聖

u

1

7
帝
閣
の
一
領
域
忙
す
ぎ
一
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
究
第
に
勃
興
し
て
填
太
利
を
逐
ひ

て
獅
逸
帝
国
主
組
織
す
る
に
至
れ
る
過
程
を
恥
る
に
、
宛
然
封
建
的
な
一
七
家
邸
ち
パ
プ
ス
プ
ル
ゲ
家
と
ホ

1
ヘ
ン
ツ
-Z
レ
ル
ン
家
の

勢
力
争
ひ
英
雄
白
争
覇
戦
で
あ
る
。
そ
乙
に
支
配
す
る
も
の
は
多
分
忙
封
建
的
構
力
主
義
や
英
雄
主
義
で
あ
り
、
プ

u
シ
ヤ
が
嘆
太

利
に
代
り
て
日
耳
員
民
族
主
糾
合
す
べ
き
文
化
的
理
念
的
な
る
も
の
を
見
出
し
難
い
。

{
註
)
川

1

円
引
J

丸
紅
乙
片
岡
岡
島
rbEm)家
|
塊
太
利
の
皇
室
に
し
て
十
一
世
租
巾
瑞
酋
の
ハ
グ
ス
ヲ
ル
グ
伯
ウ
品
ル
ネ
ル
に
問
づ
@
そ
の
商
ル

l

F
ルフ

塊
木
利
大
公
と
な
り
、
↑
二
七
一
一
一
年
H
耳
盈
皇
帝
の
伎
に
聞
き
樹
高
世
々
相
博
へ
、
一
八

O
六
年
に
至
P
7
ラ
シ
シ
ス
二
世
日
耳
昆
白
量
点
山
田
帝
粒
を
誕
き

奥
武
利
皇
帝
と
制
し
た
c
ホ

1

へ
ン
ツ
才
レ
ル
シ
(
同

F
E
E
L
2ロ
)
車
|
抽
組
タ

Y
ロ
侯
は
シ
ャ
ー
レ
マ
ン
白
部
婚
に
し
で
九
世
紀
頃
居
城
を
U

グ
マ
リ

ン
ゲ
シ
州
へ
と
シ
ン
ゲ
シ
附
近
目
ツ
す
レ
ル
ン
阿
に
建
築
L
、
術
後
本
支
系
世
々
相
博
へ
、
一
回
一
七
年
ア
レ
ヂ
"
も
ク
六
世
に
歪
り
日
耳
晶
皇
帝
よ
り

プ
ラ
ン

A

一
ア
ン
プ
ル
グ
由
選
畢
侯
に
昌
f
b
h
w
、
十
六
世
記
吏
に
ア
ロ
シ
ヤ
公
闘
を
合
併
し
プ
M

シ
ヤ
去
の
稗
を
兼
ね
、
一
七
O
一
年
ア
ロ
シ
ヤ
平
一
正
栂
し

た
c

一
八
七
一
年
以
車
プ
ロ
シ
#
王
は
獅
遁
皇
帝
を
柴
山
る
こ
ι
と
と
な
っ
た
。

A
て

之
を
新
棚
判
講
の
一
花
品
目
印
ち
カ
イ
ザ
ー
の

(
E
5
4
制
度
忙
就
て
考
察
す
る
も
、
そ
れ
は
王
朝
的
君
主
制
で
あ
り
王
朝
山
町
長
が
悶

時
に
支
配
者
と
し
て
諸
邦
・
諸
依
伯
に
君
臨
せ
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
支
配
植
を
民
族
・
国
家
よ
り
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
波

は
そ
れ
を
「
神
の
恩
寵
L
K
号
け
た
り
と
信
亡
、
符
っ
て
超
民
族
的
・
超
闘
民
的
地
位
主
要
求
し
、
園
土
と
血
と
は
何
ら
の
悲
本
債
値

を
も
う
て
ゐ
た
か
っ
た
。
市
宵
す
呂
に
カ
イ
ザ
ー
と
闘
民
の
閥
係
は
内
的
・
必
然
的
一
随
閥
係
に
非
・
干
し
て
檎
力
的
・
外
的
・
形
式
的

閥
係
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ぽ
た

ιぬ。

史
托
第
一
.
借
岡
山
建
設
者
ビ
ス
マ
ル
ク
忙
就
て
み
る
も
、
彼
は
現
賓
的
・
貸
際
的
政
治
家
に
し
て
、
勃
興
す
み
プ
ロ
ジ
ヤ
を
中
心



と
し
て
統
一
的
在
凋
泡
帝
国
を
建
設
す
る
の
大
業
に
成
殺
せ
る
も
の
弘
、
何
ら
透
徹
せ
る
建
図
精
神
を
み
る
を
え
在
い
。
伎
の
所
講

餓
血
政
策
は
武
力
主
義
を
意
味
し
、
彼
が
マ
キ
ア
ヴ
ヱ
リ
ズ
ム
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
た
ず
は
権
謀
術
策
に
長
じ
た
司
令
己
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
猶
太
λ
を
婚
忌
し
つ
h
も
猫
太
人
の
賃
勢
力
の
大
た
る
を
み
て
之
を
利
用
す
る
白
成
策
に
出
で
、
さ
て
は
剖

期
的
友
猶
太
人
解
放
令
を
裂
布
し
た
る
が
如
曹
、
枇
品
問
主
義
を
呪
且
し
つ
h
も
執
劫
友
る
枇
合
主
義
道
動
に
抗
し
か
ね
て
、
そ
の
妥

協
政
策
と
し
て
枇
合
主
義
黛
を
認
め
或
は
枇
舎
保
険
制
度
を
施
き
た
る
が
如
く
、
封
建
的
君
主
制
度
を
と
り
つ
h

も
諸
邦
の
侍
統
的

勢
力
を
み
て
民
主
主
義
を
去
り
て
之
と
安
協
し
た
る
が
如
毒
、
閣
内
政
築
に
就
て
も
或
は
保
守
践
に
よ
り
或
は
白
山
憶
に
よ
れ
る
如

昔
、
更
に
は
彼
の
外
変
・
岡
防
政
策
に
就
て
も
亦
何
等
-
定
し
た
る
閥
家
形
成
の
原
理
券
一
見
出
し
え
な
い
の
で
あ
る

f
婆
す
る
K
ピ

ス
マ
ル
ク
は
偉
大
な
る
現
資
的
政
治
家
に
し
て
濁
逸
岡
家
を
建
設
せ
る
も
そ
れ
は
外
的
形
成
原
珂
に
よ
れ
る
払
の
に
し
て
内
的
形
成

原
料
に
よ
れ
る
も
の
で
は
友
い
。

ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
は
ピ
ス
マ
ル
ク
に
上
り
で
最
初
に
統
一
を
賦
興
せ
ら
れ
ら
れ
し
瀦
逸
聯
邦
国
家
は
封
建
的
王
朝
的
友
も
の
『
卜
し
て

未
だ
闇
民
的
な
も
の
と
な
し
難
い
。
自
由
職
年
時
代
白
調
逸
大
串
生
園
の
運
動
や
一
八
四
八
年
山
岡
民
運
動
の
如
き
は
未
だ

E
朝
的

勢
刈
に
封
じ

f
~

御
力
投
も
の
で
あ
り
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
潤
逸
の
政
治
的
統
一
は
諸
王
朝
の
援
助
に
よ
り
て
の
み
資
現
さ
れ
た
。
蓋
し

ぞ
れ
ら
の
諸
王
朝
は
歴
史
的
褒
建
の
結
果
と
し
て
統
一
園
家
の
建
設
を
支
持
し
ろ
る
唯
一
の
費
ら
ぎ
呂
政
治
的
要
閃
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
c

喜
入
は
之
に
よ
り
て
営
時
の
瀦
逸
白
政
治
的
主
慌
が
依
然
と
し
て
停
統
的
封
建
的
諸
邦
に
あ
っ
た
と

と
、
従
っ
て
そ
れ
ら
を
統
-
的
岡
家
に
糾
合
し
た
る
新
帝
園
は
槽
力
と
寅
谷
と
に
よ
り
て
造
り
上
げ
ら
れ
た
る
政
治
的
世
シ

7

1

(
E
5
2る
で
あ
っ
た
Z
と
等
を
理
解

L
う
る
の
で
あ
る
。
五
日
人
は
ピ
ス
マ
ル
ク
を
現
資
的
・
賢
際
的
政
治
家
た
り
と
示
し
た
が
、

首
時
に
あ
り
て
瀦
泡
帝
国
の
建
設
は
、
か
h

る
歴
史
的
事
情
の
下
に
あ
り
で
は
現
貸
的
・
寅
際
的
な
ら
ざ
る
を
え
た
か
っ
た
と
も
考

ナ
チ
ス
に
於
げ
る
岡
家
像

第
五
十
七
巻

事
三
披
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ナ
チ
ス
に
於
け
る
同
家
機

第
五
十
七
巻

/L"! 

第
=
一
線

へ
え
ら
る
h
A

山
で
あ
る
。
乍
例
、
第
二
骨
四
聞
は
政
治
的
に
は
無
指
導
者

(EVE-zmV23
の
朕
強
に
於
て
世
界
械
守
に
臨
ん
的
。
耐

也、

し
て
世
界
大
戦
に
於
け
る
敗
北
は
か
く
じ
て
必
然
的
に
封
建
的
諸
邦
の
僻
躍
を
迫
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

之
主
要
す
る
に
第
三
国
家
は
国
家
と
し
て
は
未
完
成
の
も
の
で
あ
っ
た
。
邸
ち
そ
れ
は
歴
史
的
に
滴
立
の
槽
限
の
大
た
る
諸
聯
邦

か
ら
た
れ
る
こ
と
、
新
岡
家
の
中
核
と
友
れ
る
プ
ロ
シ
ヤ
は
も
と
も
と
聯
邦
の
一
た
る
が
武
力
・
経
済
力
等
に
よ
り
て
喚
太
利
主
遂

ひ
て
他
邦
に
君
臨
せ
る
に
至
れ
る
も
の
た
る
と
み
」
、
円
耳
畏
帝
闘
の
歴
史
的
・
体
統
的
支
配
者
は
填
太
利
た
り
し
が
故
に
調
洛
帝
閲

建
設
の
矯
め
に
も
叉
建
設
後
も
プ
ロ
シ
ヤ
ル
」
填
太
利
と
の
魅
蝶
抗
争
は
絶
へ
ざ
り
し
乙
と
、
新
岡
家
の
元
首
カ
イ
ザ
E
は
封
建
的
十
一

朝
即
ち
ホ
1
ヘ
ン
ツ
オ
ル
レ
ン
家
の
首
長
た
る
が
故
に
、
新
園
家
の
政
治
組
織
殊
に
是
の
中
心
在
た
す
官
吏
及
び
園
防
軍
の
組
織
に

も
多
分
に
王
朝
的
宮
廷
的
思
想
白
隠
着
せ
る
E
と
、
新
聞
家
の
建
設
に
営
り
で
は
プ
ロ
シ
ヤ
の
制
覇
並
び
に
澗
立
的
諸
聯
邦
の
糾

合
、
悌
甜
隅
伺
露
同
盟
等
の
封
外
的
防
衛
等
目
前
の
現
寅
的
問
題
民
急
が
し
〈
し
て
不
滅
の
濁
遁
む
建
設
と
い
ム
が
如
宮
内
的
形
成
原

理
主
錬
b
kぐ
る
の
徐
裕
は
た
か
っ
た
。
新
聞
家
の
明
確
た
る
理
念
を
モ
の
建
設
者
建
か
ち
知
る
己
占
を
え
宇
・
従
っ
て
又
己
れ
ら

の
建
設
者
遣
は
そ
の
後
継
者
を
作
り
向
す
と
と
を
左
さ
宇
、
矯
め
に
個
人
的
・
一
代
的
天
才
に
終
っ
て
ゐ
る
。
「
無
指
導
性
」
岡
家
と

い
は
る
、
所
以
も
己
、
に
あ
る
。中

間
岡
家
の
理
念

九
一
八
年
十
一
月
四
草
命
臣
、
よ
り
て
生
ま
れ
た
ヲ
イ
マ

1
ル
図
家
を
ナ
チ
ス
は
中
間
闘
家

(
N昔
岳
E
告
主
と
よ
ぷ
。
ワ
イ
マ

l
ル
悶
家
は
枇
合
民
主
主
義
の
原
理
に

ιり
て
創
造
せ
ら
れ
た
も
白
で
あ
り
、
そ
れ
は
枇
曾
主
義
主
賓
現
ず
る
の
に
急
激
註
る
革
命

を
以
で
せ
宇
民
主
主
義
に
よ
り
て
漸
進
的
に
之
を
行
は
ん
と
す
る
も
白
で
あ
お
。
郎
ち
枇
舎
革
命
主
義
に
よ
ら
宇
枇
舎
改
良
主
義
K
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よ
ら
ん
止

L
た
の
で
あ
る
。
乍
併
、
枇
合
主
義
と
民
主
主
義
と
は
果
し
て
雨
立
し
う
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
換
言
す
れ
ば
民
十
七
主
義

原
理
bz
以
で
枇
合
主
義
は
資
現
し
え
ら
る
L
も
白
で
あ
ら
う
か
、
若
し
そ
れ
人
々
が
そ
の
枇
合
主
義
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
・
共
産
主
義

/
 

で
あ
り
、
そ
れ
は
私
有
財
産
制
度
も
階
級
平
岡
家
機
構
を
も
根
本
的
に
否
定
す
る
も
白
で
あ
る
ζ

と
を
、
そ
し
て
そ
の
枇
合
主
義
b
佐

賀
現
ず
る
手
段
と
た
る
民
主
主
義
が
い
ふ
迄
も
た
〈
自
由
主
義
的
原
理
、
邸
ち
私
有
財
産
制
度
干
階
級
制
度
を
前
提
と
す
る
圃
家
鴨

制
白
下
に
行
は
昌
弘
も
の
た
る
と
と
を
知
る
と
き
、
如
何
に
一
服
舎
民
主
主
義
が
理
論
的
に
矛
盾
四
大
友
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
う

る
で
あ
ら
う
。
併
し
兎
に
も
角
胆
も
枇
舎
民
主
主
義
的
革
命
に
よ
り
て
ワ
イ
マ

1
ル
同
家
は
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ワ
イ
マ

1
ル

岡
家
は
粧
品
問
主
義
・
共
産
主
義
を
目
指
す
も
の
L
自
由
主
義
的
枇
舎
秩
序
を
基
礎
と
し
た
。
ワ
イ
マ
I
U
憲
法
は
自
由
主
義
の
原
則

で
組
み
立
て
ら
れ
た
。

A
7
そ
の
憲
法
に
就
て
み
る
に
各
邦
の
憲
法
は
自
由
主
義
(
第
一
七
保
了
移
将
の
自
由
(
第
一
一
一
保
了
人
身
白

自
由
(
停
二
四
保
了
信
書
の
自
由
(
第
二
七
棟
了
壇
場
白
自
由
(
第
二
一
五
障
了
公
共
閣
躍
の
自
治
構
(
第
二
一
七
僚
)
・
信
仰
及
び
良

心
白
自
由
(
事
一
一
一
-
五
健
了
喪
術
及
び
壊
術
並
ぴ
に
そ
の
教
疫
の
自
由
(
第
一
四
三
時
)
・
経
済
上
白
自
由
・
涌
商
及
び
替
業
の
自
由
(
第

一
五
一
保
了
契
約
の
自
由
(
傍
-
五
一
一
線
了
所
有
構
の
保
障
(
静
一
五
三
擁
了
持
働
僚
件
・
取
引
傑
件
の
維
持
改
善
の
矯
め
の
結
枇
の

ワ
イ
マ

1
ル
岡
一
哉
は
白
向
主
義
国
家
た
り
と
い
は
ね
ば
た
ら

白
山
(
第
一
千
九
九
時
)
等
が
明
確
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ぬ
。
き
れ
ば
そ
白
園
家
理
念
は
勿
論
自
由
主
義
的
で
あ
っ
た
。
リ
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
は
自
由
主
義
は
根
本
に
於
て
「
自
由
た
他
人
を
岡
家
と

封
立
さ
せ
、
何
ら
有
機
的
詮
政
治
上
白
民
族
概
念
な

E
を
も
っ
て
ゐ
た
か
っ
た
。
個
人
主
義
は
園
家
と
は
檎
力
の
機
閥
・
秩
序
の
機

閥
江
過
ぎ
た
い
と
み
た
。
個
人
托
劃
し
て
出
来
る
だ
け
自
由
の
天
地
宇
一
保
誼
す
る
所
が
帥
ち
秩
序
白
機
関
で
あ
り
、
努
力
範
闘
を
帝

図
主
義
的
に
撹
大
ず
る
己
左
に
よ
り
て
、
就
中
個
人
の
経
済
的
楢
力
慾
に
熔
へ
る
と
こ
ろ
が
卸
ち
槽
力
の
機
関
訟
の
で
あ
る
。
郎
ち

己
の
秩
序
機
関
・
櫨
力
機
関
的
問
家
が
自
由
主
義
的
思
惟
の
必
然
の
流
露
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。
同
由
主
義
が
個
人
主
義
・
功
利
主
義

ナ
チ
ス
に
於
吋
る
闘
味
伯
郡

五

第
三
一
揖

第
五
十
七
巻

国民世骨主義の本質主形態. (邦課、 I哨民社曾主義主号本問題)p. 61 7) 



ナ
チ
ス
に
於
け
る
岡
家
像

第
五
十
七
巻

第
2
一瞬

ムノ、

四

で
あ
り
、
一
昨
舎
を
個
人
の
集
計
と
み
国
家
主
必
然
た
る
寄
盟
国
と
み
た
こ
と
は
自
由
主
義
が
封
建
的
機
力
主
義
の
否
定
と
し
て
あ
ち
は

れ
し
問
洋
的
事
怖
か
ら
み
て
営
然
で
あ
っ
た
。
図
案
は
正
し
〈

H

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
白
い
ふ
如
く
秩
序
と
樺
力
の
機
闘
で
あ
り
手
段
に
す
ぎ

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ワ
イ
マ

l
ル
園
家
は
右
白
如
〈
自
由
主
義
国
家
で
あ
っ
・
た
が
、
そ
れ
が
又
、
刑
合
主
義
の
賓
現
を
而
し
て
そ
白
賓
現
の
方
法
と
仁

て
曲
目
費
の
酋
由
競
争
b
貯
て
も
階
級
闘
争
を
認
め
た
所
に
於
て
枇
合
主
義
国
家
で
も
弘
む
っ
た
。
今
之
を
憲
法
の
傑
章
に
み
る
。

第
一
五
七
樺

第
一
王
丸
幌

第
一
七
二
時

第
一
六
一
一
一
晦

第
一
六
凹
陣

第
一
六
五
醜

捗
働
力
ハ
凶
ノ
特
別
ノ
保
護
ヲ
享
タ
同
ハ
統
一
的
ノ
努
働
法
ヲ
定
ム

勢
働
保
件
誼
雌
引
臨
件
ノ
維
持
且
改
普
ノ
怨
=
ス
ル
紺
枇
ハ
柑
人
『
一
封
シ
テ
モ
X
加
何
ナ
ル
職
業
一
一
割
シ
テ
モ
其
ノ
内
向
ヅ
保
肺
ス

岡
ハ
世
界
ノ
金
融
官
働
階
組
ヲ
シ
テ
最
少
限
度
ノ
一
般
社
骨
的
構
利
ヲ
得
シ
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
努
ム
ル
矯
ュ
凶
際
法
規
ヲ
以
テ
勢
働
者
ノ
法
律

関
係
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ュ
賛
ス

紬
テ
ノ
摘
起
人
民
ハ
其
ノ
精
神
的
及
向
鶴
的
ノ
力
ヲ
公
共
メ
耐
利
子
遇
ス
ル
鎚
品
前
周
ス
ペ
キ
徳
義
』
ノ
義
掛
ヲ
負
7

、
相
シ
人
身
ノ

自
由
ヲ
妨
ゲ
ズ

相
テ
ノ
摘
議
人
民
ハ
其
ノ
締
済
的
勢
働
ニ
快
リ
其
ノ
生
泊
費
料
ヲ
求
ム
ル
ヨ

t
u
y
符
イ
キ
棉
脅
ヲ
興
ヘ
ラ
ル
ベ
シ
、
適
常
ナ
ル
勢
働
ノ

欄
骨
ヲ
奥
ヘ
ラ
レ
ザ
ル
者
=
封
シ
テ
山
必
要
ナ
ル
生
活
費
ヲ
支
給
ス

農
業
・
工
業
及
商
業
一
一
一
酔
ケ
ル
欄
立
ナ
ル
中
流
階
級
ハ
立
法
右
政
二
依
リ
之
ヲ
奨
醐
シ
某
ノ
過
重
ノ
負
挽
ヲ
負
ヒ
他
ノ
併
骨
ス
ル
所
ト

ナ
ル
ヨ
ト
ヲ
防
護
ス
ベ
シ

勢
働
者
及
被
傭
者
円
余
業
者
ト
同
等
ノ
栂
利
ヲ
且
テ
相
共
同
シ
テ
賃
銀
及
勢
働
品
開
件
ノ
規
律
放
生
産
力
ノ
令
軒
前
的
設
建
一
-
参
興
ス
ル

E

ノ
ド
ス
、
雨
者
ノ
何
レ
ノ
側
一
一
於
テ
モ
組
織
及
其
ノ
聯
合
ヲ
錦
Z

2

ト
h

之
ヲ
承
認
ス

勢
働
者
止
被
傭
宥
円
其
ノ
枇
台
上
及
臨
調
上
ノ
制
盆
ヲ
防
護
λ

ル
錦
之
産
業
努
働
者
令
議
並
腕
梼
匝
域
z
m
柿
リ
テ
分
タ
ル
ル
地
方
勢
働

者
骨
議
及
岡
崎
世
働
者
骨
議
ヲ
以
テ
其
ノ
桂
律
上
ノ
代
表
者
ト
宮
市

地
方
捗
働
者
曾
議
決
同
勢
働
者
曾
議
ハ
企
業
者
及
共
ノ
他
聞
悌
ア
ル
階
掛
ノ
代
表
者
1
骨
岡
シ
テ
金
経
済
的
住
務
ヲ
逆
行
シ
及
枇
骨
化

政
策
怯
ノ
執
行
二
協
力
ス
ル
偲
品
地

b
輝
椅
曾
議
及
附
組
前
合
議
ヲ
組
織
ス
以
下
省
略



等
は
勢
働
力
の
岡
山
長
管
理
の
原
則
{
第
一
任
七
傑
)
、

精
一
岬
的
・
肉
栂
的
弊
働
力
主
枇
合
的
隔
利
に
活
用
す
べ
曹
の
似
則
椛
に
生
活
で

保
障
の
原
則
(
第
一
六
二
慌
て
申
等
階
級
の
岡
家
的
保
護
白
般
則
(
第
一
六
同
情
)
、
勢
働
階
級
の

際
的
協
力
の
原
則
{
第
一
七
二
樺
て
努
働
傑
件
及
取
引
保
件
の
維
持
及
び
改
善
の
震
の
結
枇
樺
(
第
二
九
九
帳
て
持
働
者
被
傭
者
と
企

業
家
と
の
権
利
同
等
の
原
則
並
び
に
社
曾
上
・
経
内
k
o
利
従
防
護
の
震
の
合
議
組
織
植
の
原
則
(
第
一
六
五
傑
)
を
明
に
し
た
る
も

の
に
し
て

y
そ
れ
ら
は
蕎
猫
逸
帝
園
滋
法
に
杢
〈
み
え
ぎ
る
の
み
一
な
ら
や
、
生
荷
の
自
己
責
任
。
原
則
百
三
回
目
勺
骨
吋

EVM帥

2
2
2
?

般
的
批
合
的
権
利
確
保
の
錦
の
岡

者。込町。
r
z
x
)
を
建
前
と
す
る
白
山
主
義
・
放
任
主
義
と
も
著
し
く
和
隔
た
る
も
の
に

L
て
、
蛇
目
的
階
級
の
耐
利
精
進
及
び
枇
舎
・
同

家
制
度
の
一
枇
曾
化
を
目
指
し
て
ゐ
る
己
し
ら
は
何
人
も
認
め
う
る
所
で
あ
ら
う
。
以
上
に
上
る
に
ワ
イ
Y
1
ル
鎧
訟
に
は
悶
巾
主
義
と

相
容
れ
ざ
る
枇
合
主
義
の
理
念
と
政
策
が
多
分
忙
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
た
。
而
し
て
そ
の
枇
曾
主
義
が
唯
物
卜
主
義
に
な
っ
知
に
於
て
、

ザ
イ
マ
l
ル
副
家
の
政
策
が
具
時
的
に
は
常
に
物
質
的
踊
利
の
改
善
増
進
主
且
闘
し
た
。
と
の
品
川
に
ワ
イ
マ

1
ル
同
家
は
経
済
図
式

(
記
号
岳
品
目
S
E
)
繭
利
岡
『
家
(
垣
島
E
E
a
z主
で
あ
っ
た
と
も
い
は
る
h

白
で
あ
る
。

之
を
些
す
る
に
ワ
イ
マ

1
ル
闘
家
は
自
由
主
義
岡
家
に
し
て
一
枇
合
主
義
岡
山
北
で
あ
っ
た
。

か
く
て
そ
れ
は
全
く
相
容
れ
ぬ
世
界

槻
-
国
家
観
を
有
す
る
諸
政
態
ぬ
群
立
す
る
稜
妙
た
岡
山
4
k
化
し
た
。
英
図
も
自
由
主
義
政
出
版
岡
山
家
一
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
如
何
に

政
棋
が
封
立
し
で
も
そ
れ
ら
が
闘
民
的
政
治
生
前
白
根
本
問
題
忙
於
て
は
致
ず
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
ワ
イ
マ

1
ル
同

家
で
は
世
界
制
・
悶
『
不
視
を
具
に
す
る
諸
政
黛
の
機
械
的
忙
結
ば
る
h

聯
繋
閥
次

(F忌
5
E告
主
と
化
し
、
内
部
的
本
質
的
に
際

限
な
き
封
克
・
闘
守
主
操
り
返
す
に
至
っ
た
。
之
を
見
聞
閥
的
に
い
へ
ば
、
ワ
イ
マ

1
凡
剛
山
家
で
は
枇
品
開
民
主
黛
L
L

市
民
的
民
主
業
と

政
治
的
カ
ト
リ
ッ
ク
十
ra
義
と
が
中
心
勢
力
を
友
し
て
ゐ
た
が
、
刷
舎
民
主
常
'
は
超
岡
家
・
超
闘
民
的
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
奉
ヒ
、
市

民
的
民
主
識
は
市
民
的
・
階
級
的
立
揚
に
主
ち
政
治
的
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
は
超
民
族
的
毅
舎
勢
力
の
利
徒
代
表
在
一
た
し
て
ゐ
た
。
そ

ナ
チ
ス
に
於
け
る
悶
来
像

停
車
寸
七
巻

-b 

第

擁

五



ナ
チ
ス
に
於
け
る
岡
来
像

第
主
十
七
巻

八.

第
三
競

言一六
6

こ
に
何
ら
の
岡
山
弘
現
念
の
統
一
し
た
も
の
が
た
く
、
乙
の
中
心
勢
力
以
外
白
諸
政
慕
位
浮
動
的
分
子
か
ら
怒
り
、

E
れ

亦

何

ら

定

白
岡
八
来
型
念
を
も
っ
た
も
の
で
た
か
っ
た
。
し
か
も
己
れ
ら
の
自
由
主
義
的
諸
政
葉
に
封
立
し
て
勢
力
を
張
っ
て
来
た
も
白
に
共
産

円
揺
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
人
も
知
る
如
く
自
由
主
義
的
・
民
主
主
義
的
秩
序
を
根
本
的
に
革
命
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
岡
家
主

階
級
支
配
の
機
構
と
な
す
共
時
窯
は
勿
論
侍
統
的
国
家
理
会
主
否
定
ぜ
ん
と
す
ろ
も
白
で
あ
る
。
以
主
心
如
く
雑
多
た
問
一
事
理
念
を

抱
持
す
る
諸
政
山
県
が
群
立
抗
等
し
て
ゐ
た
の
が
ワ
イ
マ
1
ル
闘
家
で
あ
っ
た
。
同
家
政
治
が
統
一
を
失
ひ
分
裂
し
て
ゆ
く
の
は
寧
ろ

営
然
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ぽ
註
ら
ね
。
雑
多
註
る
世
界
観
に
よ
る
雑
多
た
岡
家
瓶
、
そ
れ
に
よ
る
雑
多
た
政
黛
の
群
京
、
モ
れ
ら
の

諸
政
憶
の
相
互
帆
模
、
そ
れ
か
ぺ
ら
-
来
る
も
の
は
圏
内
分
裂
さ
て
は
岡
家
の
萎
微
崩
壊
忙
外
在
ら
由
。
か
h

る
事
賓
に
印
刷
み
て
澗
洛
岡

家
主
救
済
す
る
に
は
世
界
観
を
統
一
し
て
そ
の
上
に
政
黛
を
建
設
し
室
岡
不
動
の
政
策
を
行
ふ
の
外
悲
し
と
な
す
に
至
っ
た
も
の
が

ナ
チ
ス
で
あ
る
c

ナ
チ
ス
に
よ
り
て
統
一
せ
ら
れ
た
る
世
界
観
が
果
し
て
貫
の
漏
逸
的
た
も
の
か
否
か
、
又
そ
れ
が
果
し
て
新
し
き

世
界
に
虚
ず
る
世
界
観
と
し
て
最
も
遁
切
た
る
も
の
た
り
や
否
干
の
検
討
は
姑
〈
別
と
し
て
、
害

A
の
殺
漣
し
来
れ
る
如
く
、
第

岡
家
か
ら
第
一
一
園
家
へ
、
そ
し
て
更
に
中
間
園
家
へ
と
、
岡
家
生
成
上
苦
情
の
途
を
歩
み
拙
柏
村
た
狽
逸
を
現
解
す
る
た
ら
ば
、
ナ
チ

懸
命
の
努
力
を
も
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

ス
謡
動
は
や
む
を
え
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
ナ
チ
ス
の
理
論
止
政
策
に
は
前
時
代
的
た
圏
家
の
紋
陥
を
是
点
し
よ
う
と
い
ム

回

ナ
チ
且
闘
家
の
理
念

過
去
に
於
け
る
濁
海
副
家
の
脆
弱
性
よ
り
み
て
新
し
き
国
家
の
一
解
決
す
べ
き
課
題
ば
、
第
一
は
建
闘
精
神
白
確
立
で
あ
る
。
第
二

に
具
躍
的
た
園
家
の
機
構
と
し
て
位
、
ィ
、
図
民
的
元
首
制
度
の
一
創
始
、

ロ
、
封
建
的
聯
邦
性
の
清
算
、
ハ
、
同
家
と
宗
教
と
り
調



手控

て
他
民
放
特
に
猶
太
民
族
の
慮
置
等
が
最
も
重
要
問
題
を
な
す
の
で
あ
る

U

ナ
チ
ス
闘
家
は
こ
れ
ら
の
課
題
を
如
何
様
忙
慮

却
し
来
。
た
か
を
以
下
忙
述
べ
ゃ
う
と
思
ム
。

第
F

、
建
闘
精
紳
の
確
立
第
一
帝
固
に
も
第
二
帝
園
に
も
何
ら
確
固
た
る
建
閲
精
岬
が
な
か
っ
た
こ
止
は
吾
人
の
既
忙
明
に
し

た
る
所
忙
し
と
、
さ
れ
ぽ
と
そ
雑
多
の
世
界
観
に
糸
一
く
混
沌
た
る
政
治
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
政
治
の
統
一
は
世
界
槻

ル
J

の
統
一
に
よ
る
と
た
し
て
所
謂
民
族
的
世
界
槻

T
g
r
E見
当
号
旦
拐
の
E
E
m
)
を
樹
立
し
た
。
彼
等
に
よ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
ザ
ル
マ
シ
一
民

族
の
停
統
的
精
一
別
で
あ
り
刊
ゲ
ル
マ
ン
一
枇
舎
・
図
家
の
形
成
原
理
で
あ
る
。
ザ
ル
マ
ン
咲
族
は
E
の
世
界
観
の
中
に
生
士
れ
こ
の
世
界

視
を
抱
い
て
働
き
そ
し
て
そ
れ
の
中
に
死
ん
で
ゆ
〈
バ
今
日
及
び
帰
来
の
濁
逸
聞
民
思
想
は
と
の
が
ル
マ
ン
的
世
界
槻
の
展
開
裂
艇

で
在
け
れ
ば
な
ら
血
。
狽
逸
聞
民
が
己
の
世
界
観
を
鰐
持
し
て
ゐ
る
揚
合
に
他
民
族
や
異
端
思
想
に
際
飢
さ
る
h

成
れ
は
な
い
。

邸
ち
確
固
不
動
の
岡
民
思
想
が
廿
地
位
始
め
て
献
立
す
る
の
で
岳
る
。
か
や
う
た
調
逸
的
民
族
的
防
非
槻
と
は
吾
人
の
庫
三
辿
ベ
h
l

る

如
〈
、
人
類
生
活
。
基
本
車
依
は
個
人
で
あ
る
と
か
或
は
階
級
で
あ
る
と
か
に
非
十
し
て
民
族

(
5
5
で
あ
る
と
た
仁
、
か
の
世
界

史
を
以
て
か
や
う
な
民
族
白
闘
年
白
膜
史
に
外
た
ら
む
と
た
す
も
の
で

b
る
。
而
し
て
彼
等
忙
よ
れ
ば
岡
家

E
E
)
は
か
L
る
民
族

の
震
の
手
段

2
5
m
H
)
に
過
ぎ
た
い
。
従
来
狗
品
躍
で
は
岡
家
を
目
的

(NZ。r)
の
如
く
考
へ
ら
れ
た
が
民
族
己
そ
目
的
た
の
で
あ
る
。

園
家
は
民
族
的
意
志
bz
具
現
す
る
機
構
字
句
官
Em)
で
あ
る
。
そ
れ
は
権
力
の
運
戟
者
で
あ
る
が
貨
は
民
族
へ
の
奉
仕
者
に
外
在
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
而
し
で
か
L
る
生
活
の
基
本
軍
位
と
し
て
の
民
族
は
本
質
的
に
生
活
共
同
暢
で
あ
る
。
そ
と
に
存
在

f
る
人
々
は
す
べ

で
こ
の
共
同
鳴
の
肢
惜
令
官
丘
忙
し
て
、
人
々
の
替
む
職
能
は
す
べ
て
共
同
開
的
・
金
問
的
職
能
の
分
携
で
あ
る
。
さ
れ
ば
民
族
的

園
出
家
に
於
て
行
は
る
ミ
絶
謝
的
原
則
は
共
同
組
的
原
則
で
あ
り
、
か
の
個
人
主
義
や
利
己
主
義
及
び
そ
れ
の
溌
展
と
し
て
!
の
階
級
主

義
の
如
き
は
容
認
さ
れ
る
飴
地
が
た
い
。
さ
で
か
く
の
如
曹
世
界
翻
に
よ
り
て
民
族
の
矯
の
新
園
家
が
生
ま
れ
た
。
新
国
家
に
止
り

ナ
チ
ス
に
於
げ
る
同
家
像

第
五
十
七
巷

ゴL

第一一一競

七



ヲ
チ
ス
に
於
け
る
岡
家
像

第
r
m
f
七
巻

第

披

A 

O 

て
は
民
族
的
世
界
槻
と
そ
建
闘
の
川
柄
本
精
一
脚
で
あ
え
り
岡
氏
白
根
本
精
品
円
で
あ
る
。
閣
内
政
策
も
閥
外
政
策
も
亦
と
の
世
界
観
に
栽
い

て
社
さ
計
る
。
政
治
も
道
徳
も
山
中
間
も
謀
術
も
乙
の
世
界
線
の
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
恨
本
的
に
創
立
す
る
前
時
代
に
於
け
る
如

芳
政
県
も
一
泣
け
れ
ば
思
想
も
あ
り
た
え
い
。
世
界
制
慨
に
J

よ
り
て
買
の
剛
氏
的
統

が
一
注
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ナ
チ
ス
は
自
負

し
で
、
寸
我
々
一
凶
民
枇
合
主
義
者
は
従
来
解
決
不
可
能
脱
さ
れ
て
ぬ
た
ド
イ
ヴ
山
問
題
を
解
決
し
た
り
で
あ
る
。
凶
家
改
迭
の
問
題

・
，
階
級
新
秩
序
の
問
題

-u持
派
不
統
一
の
問
題
・
政
治
的
ぞ
滞
日
判
的
世
界
槻
的
占
耐
に
於
け
る
民
族
統
踏
の
創
設
の
問
題
等
が
邸

み
り
そ
れ
で
あ
る
」
主
い
門
戸
。
事
賓
今
や
・
ナ
チ
ス
岡
山
批
に
は
利
己
的
・
階
級
的
社
持
働
組
合
・
資
本
家
組
合
も
た
く
又
政
熊
も
泣
い
。

持
働
者
九
一
企
業
家
と
は
粧
持
共
同
関
心
構
成
者
と
し
て
所
樹
勢
働
戦
仙
酬
を
結
成
し
、
政
摘
も
唯
岡
氏
一
刷
合
全
義
時
一
働
黛
あ
る
の
み
で

あ
る
。
而
し
て
ナ

T
ス
に
よ
れ
ば
C

内
政
熊
も
個
人
十
士
義
時
代
や
階
級
主
義
時
代
の
政
指
に
非
中
し
て
、
民
族
的
限
界
概

r
仲
砕
い
て

岡
民
を
政
治
的
忙
指
導
ず
る
ず
段
で
あ
り
「
ド
イ
ツ
同
夜
思
相
仙
の
捨
故
者
で
あ
る
L
C
(

一
九
三
一
一
時
十
)

/
二
月
一
日
法
律
、

ナ
チ
ス
は
新
し
き
芯
肯
制
度
と
し
て
指
導
者
制
度

2
5
2
5
3
Eご
を

第
一
一
に
具
慨
的
た
岡
一
棋
の
機
構
及
刊
日
開
念
を
細
る
。

イ

創
始
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
最
高
指
導
者
で
あ
る
。
川
口
人
の
既
民
活
ベ

L
加
〈
硝
迩
岡
家
史
上
に
あ
ら
は
る
、
元
首
は
岡
で

(EE阜、

剛
山
来
の
秘
革
毎
に
そ
の
名
梢
も
意
義
も
異
っ
て
ゐ
る
。
而
上
て
そ
れ
に
一
貫

h

す
る
特
徴
は
そ
れ
が
民
族
的
・
闘
民
的
品
川
探
忙
主
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
ξ
い
ム
乙
と
で
あ
る
。
而
し
て
と
の
党
骨
H
E
P
-

閥
民
と
の
問
の
間

県
帝
京

P
E午、
L

へ
統
領
(
男
止
の
r
4
P
E
o主
で
あ
り
、

隙
・
封
す
一
己
そ
過
去
に
於
村
り
印
刷
{
棋
の
脆
弱

n
E示
す
も
の
で
あ
っ
た

3

ム
ナ
ヂ
ス
岡
家
は
E
の
脆
弱
刊
を
克
服
ぜ
ん
と
す
る
の
で
あ

ヒ
品

l
y
-

-
さ
て
、
新
し
き
ナ
チ
ス
岡
山
哉
は
指
噂
者
同
家

(
E
-
E
E
2
4
と
も
呼
ば
お
也
、
が
如
く
指
導
者
虻
よ
り
て
指
噂
さ
れ
る
閥
次
で
あ

る
。
指
導
者
は
獅
裁
者
で
は
た
〈
し
て
貨
に
民
俗
的
人
持
者
で
あ
る
。
被
は
民
族
的
本
能
・
感
情
・
意
志
の
鴎
現
者
で
あ
る
。
被
忙

よ
る
政
治
は
民
族
的
志
士
山
に
よ
る
政
治
で
あ
る
つ
剛
氏
は
指
導
者
に
よ
り
て
指
草
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
民
族
的
意
志
忙
随
順
す
る
の

前摘、附民枇骨主義酌且L本問題、 p.33 8) 



で
あ
っ
て
、
権
力
者
の
権
力
に
主
配
さ
れ
る
の
で
は
た
い
。
指
撃
者
、
r
一
関
民
と
の
関
係
は
人
格
関
係
で
品
り
、
共
忙
最
高
傾
値
た
る

民
族
に
結
ぼ
れ
る
。

指
品
導
者
は
勿
論
構
成
(
宮
古
主
主
を
も
つ
が
、

「
民
族
的
岡
家
の
構
成
は
共
同
鰐
倫
理
の
中
民
、
換
言
す
れ
ば

民
族
に
よ
り
て
意
欲
さ
れ
同
質
さ
れ
た
る
民
族
と
同
家
と
の
統
一
の
中
に
根
崎
慨
を
も
つ
の
で
あ
Z
。
己
の
構
成
に
よ
り
で
換
は
る
る

政
治
的
指
導
の
み
が
貨
の
指
導
の
前
提
を
煮
ず
の
で
あ
弘
」
。

構
成
は
民
族
的
生
活
法
則
へ
の
個
々
の
人
怖
の
瓦
任
あ
る
服
従
か
ら

の
み
生
十
る
も
白
夜
る
が
故
に
構
成
主
止
し
く
斑
解
さ
れ
売
自
由
と
は
何
等
封
立
す
る
も
の
で
は
た
い
。
之
を
要
す
る
に
、
ナ
チ
ス

問
家
で
は
闘
の
元
首
卸
ち
最
高
指
導
者
と
闘
民
と
は
共
に
最
高
慣
値
た
る
民
族
の
意
志
忙
上
り
指
導
と
随
従
の
閥
係
で
あ
っ
て
本
質

、

的
に
一
暢
で
あ
る
。
指
導
者
制
度
に
よ
り
て
始
め
て
温
去
に
み
し
如
き
元
首
と
悶
民
主
の
相
魁
が
克
服
さ
れ
る
と
在
す
。

調
逸
同
家
が
多
数
の
小
閑
家
か
ら
訟
る
聯
邦
国
家

A
F
Z
g
m
E与
で
あ
っ
た
己
と
は
遠
き
歴
史
的

て
封
建
的
聯
邦
性
の
清
算

閃
山
忙
主
る
と
は
い
、
へ
、
統
-
岡
由
来
と
し
て
多
く
の
障
害
を
有
つ
も
の
で
お
っ
た
。
之
を
一
八
七
一
年
の
所
謂
第
三
国
家
の
憲
法
に

み
る
も
二
十
数
個
の
聯
邦
領
土
か
ら
な
り
、
各
々
が
何
統
的
友
自
治
揺
を
有

ιて
ゐ
た
が
故
忙
帝
閲
の
陪
替
及
び
立
法
事
項
は
定

の
範
間
内
に
限
定
さ
れ
で
ゐ
ぺ
(
時
間
慨
)
而
も
帝
闘
の
立
訟
は
駅
北
ι手
配
及
び
耐
臨
都
ず
之
を
行
ム
。
(
瑚
僻
)
而
し
て
そ
の
聯
邦

参
事
舎
は
又
叡
め
て
複
雑
た
る
機
様
を
も
っ

τ
ゐ
た
。
財
政
上
忙
は
帝
闘
税
の
外
各
邦
か
ら
帝
間
へ
の
分
投
金

2
5
E】

2
0
2
5
Z

帝
国
か
ら
各
邦
へ
の
譲
渡
金
色
Z
2
2
2晶
E
)
と
い
ふ
錯
綜
し
た
組
織
を
も
っ
て
ゐ
売
。

法
匹
み
る
。
「
闘
の
一
領
土
は
澗
逸
各
邦
の
領
斗
」
か
ら
校
り
、
園
楠
は
闘
の
事
件
忙
闘
し
て
は
関
白
憲
法
に
よ
り
闘
の
縫
闘
が
、
各
邦

の
事
件
花
関
し
て
は
各
部
の
憲
誌
に
よ
り
各
朝
刊
の
機
闘
が
之
を
行
ム
E
と
L

た
た
て
ゐ
売
。
(
時
五
僻
)
而
し
て
岡
の
立
法
一
慨
に
は
闘

に
専
属
ず
る
も
の
と
閣
の
行
ひ
号
る
も
の
と
に
分
た
れ
(
側
一
話
帳
)
立
法
機
関
と
し
て
は
新
臨
時
撃
の
外
、
酢
駅
前
昨
が
あ
り
後
者

は
谷
邦

ω代
表
者
E
以
て
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
以
上
を
み
て
も
聯
邦
を
基
礎
と
し
て
問
来
上
っ
た
調
泡
の
岡
一
弘
氏
封
建
的
友
聯
邦

一一一一一

突
に
之
を
一
丸
一
回
九
年
の
ワ
イ
マ

1
ル
訟

ナ
チ
ス
に
於
げ
る
岡
家
像

瞳
押
卓
十
七
巻

岨
さ
一
鵠

ブL
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ナ
チ
ス
に
於
け
る
岡
家
像

第
宜
・
ア
也
容

第一一一腕

四
O 

性
が
如
何
に
強
か
っ
た
か
を
察
し
う
る
の
で
あ
る
。
岡
町
ち
中
央
岡
家
の
槽
力
は
聯
邦
の
・
次
第
に
分
ち
興
へ
た
も
の
或
は
聯
邦
の
承

認
に
よ
り
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
聯
邦
性
が
中
央
集
権
を
妨
げ
て
ゐ
た
と
と
、
従
っ
て
叉
強
大
友
る
図
力
の
護
揮
在
許
さ
た
か

っ
た
己
と
も
自
ら
明
で
あ
ら
う
。
か
と
ゐ
聯
邦
性
を
清
算
し
て

一
切
白
樺
カ
を
中
央
忙
統
一
せ
ん
と
す
る
の
が
ナ
チ
ス
政
策
で
あ

る。
ナ
チ
ス
岡
家
は
一
丸
三
四
年
」
月
三

O
日
「
狗
怠
岡
ノ
改
造
一
一
閲
ス
ル
法
律
」
(
白
日
同
N
5
2
骨
回

Z
E
E
F
E
骨

m
F喜
朗
)
を
褒
布

ラ

ン

ド

ヲ

ν
A
T
4
A
b
苧

I
目
w
u
d

グ

ヲ

イ

ヒ

ス

レ

芋

l
ル
ン
タ

し
た
。
よ
れ
忙
よ
れ
ば
、
邦
白
園
民
代
表
機
闘
は
之
を
廃
し
、
邦
白
最
高
楼
は
滴
逸
固
に
移
譲
し
邦
政
府
は
凋
逸
園
政
府
に
隷

属
し
、
調
由
選
園
代
官
(
問
。
喜
朗

Z
E
E
E
は
凋
逸
園
内
務
大
臣
の
職
務
上
の
慌
替
に
服
す
る
乙
左
、
た
っ
た
。
(
思
一
糊
一
話
)
(
調
理
幽

代
官
は
普
魯
西
を
陪
〈
欄
語
各
邦
に
任
命
配
置
せ
ら
る
。
彼
は
国
家
自
施
政
方
針
に
留
草
す
る
白
任
務
を
有
L
邦
の
糠
力
中
一
定
の
も
の
は
そ
の
槽
揺
に

局
す
る
l
湾
清
一
川
町
一

υ
器
内
)
己
れ
に
よ
り
て
事
賃
上
各
邦
の
濁
立
件
は
主
人
せ
ら
れ
て
中
央
同
家
に
槙
カ
が
集
中
す
る
こ
と
ミ
た

っ
た
。
ハ
、
岡
家
と
宗
教
と
の
調
和

閲
し
て
は
園
民
枇
曾
主
義
狗
逸
勢
働
集
綱
領
第
二
十
四
項
に
、

国
家
と
宗
敬
と
の
親
捜
も
ピ
ス
マ
ル
ク
時
代
の
一
文
化
闘
争
以
来
の
歴
史
を
有
す
る
。
宗
教
忙

[
吾
人
は
園
家
の
存
立
を
寄
せ
や
且
ヂ
ル
マ
ン
種
族
の
風
俗
・
道
徳

感
情
に
反
せ
ざ
る
限
り
閣
内
忙
於
け
る
一
切
の
信
教
D
自
由
主
要
求
す
。

黛
は
黛
白
騰
と
し
て
は
積
根
的
基
替
毅
白
立
揚
を
代
表

す
。
但
し
信
仰
上
特
定
白
宗
祇
に
拘
束
せ
ら
る

h
E
と
た
し
云
々
ー
」

h
掘
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
ナ
チ
ス
は
原
則
と
し

τ宗
教
の
自
由
を

認
め
る
が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
己
ク
ル
マ
ン
種
族
の
風
俗
・
道
徳
・
感
情
に
反
せ
ざ
る
限
り
で
あ
る
。
苛
〈
も
げ
ゲ
ル
マ
V

民
蕨
の
有
精

議
展
に
有
害
た
り
と
認
め
ら
る
L
以
上
は
そ
の
自
由
陀
制
限
の
加
へ
ら
る
a
A

己
と
は
唖
同
然
で
あ
る
。
宗
教
も
亦
政
治
的
統
制
に
従
は

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
数
が
狽
品
曜
の
圏
構
を
外
に
ロ

1
7
数
臓
の
指
令
忙
従
ふ
が
如
き
こ
と
は
今
日
許
さ
れ
た
い

の
で
あ
る
。
宗
教
は
自
由
で
あ
り
私
事
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
ケ
ル
ロ
イ
タ
ー
は
「
純
粋
作
形
式
上
の
己
と
で
あ
る
が
、
宗
教
は
私
事



で
あ
る
ー
と
い
ム
己
の
定
義
を
継
承
し
た
く
た
い
c

何
故
か
'
と
い
ム
友
ら
ば
、
己
む
定
義
は
周
知
の
如
〈
自
由
主
義
的
・
マ
ル
ク
ス
主

義
的
規
-
注
目
骨
か
ら
、
従
っ
て
叉
輔
、
拘
束
伝
政
治
的
理
念
界
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
の
此
の
見
解
と
の
相
蓮
は
何
底

に
あ
る
か
と
い
ふ
た
ら
ば
、
民
族
的
人
格
は
宗
敬
的
科
事
的
慣
似
を
自
ら
創
り
出
す
際
花
、
そ
白
民
族
性
に
結
ば
れ
国
民
刊
に
結
ば

れ
‘
岡
氏
怖
か
ら
杢
〈
離
れ
る
己
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
賄
で
あ
る
。
さ
れ
ば
政
治
的
と
宗
数
闘
と
は
本
質
的
に
相
蓮
す
る
に
も
拘

ら
中
雨
者
は
民
族
性
に
於
て
相
合
す
る
の
干
あ
ろ
。
民
族
怯
は
民
族
的
人
格
に
負
は
れ
る
故
、
言
葉
的
・
友
化
的
・
科
率
的
慣
値
段

震
の
空
局
者
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
中
一
・
科
事
上
の
問
題
を
め
ぐ
る
精
神
的
苦
闘
は
、
我
々
の
民
族
生
活
十
図
家
生
活
の
政
治
一

的
統
一
主
危
く
し
え
泣
い
形
式
を
と
っ
て
演
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
血
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
此
の
限
り
K
於
て
政
治
的
・
民
族
的
生
活

形
式
白
形
成
者
で
あ
る
岡
家
指
導
は
、
必
要
な
揚
合
に
は
と
れ
ら
の
分
野
陀
も
統
制
的
危
干
渉
主
試
む
る
檎
利
を
要
求
し
た
け
れ
ば
陣

な
ら
と
」
と
い
っ
て
ゐ
旬
。
ナ
チ
ス
忙
上
れ
ぽ
喜
一
は
人
格
的
問
題
在
る
が
、
し
か
し
か
ら
人
格
と
は
民
族
的
人
格
在
る
が
故
件

m

p

 

に
宗
設
は
民
族
と
無
関
係
た
り
え
応
ぃ
。
換
言
す
れ
ば
宗
教
は
民
族
的
人
格
を
創
建
護
展
せ
し
む
る
も
の
と
た
ら
也
。
ナ
チ
ス
の
宗
払

教
統
制
は
超
民
族
的
危
カ
ト
リ
ッ
ク
教
圃
と
も
若
干
白
問
題
を
惹
起
し
た
が
そ
れ
ら
は
省
時
す
る
。
最
後
に
一
一
、
他
民
族
特
に
猫
糊

太
民
族
の
廃
盤
問
題
で
あ
る
o

ナ
チ
ス
白
世
界
拐
に
よ
れ
ば
各
民
族
が
各
々
生
活
の
基
本
車
位
を
な
す
も
の
た
る
が
故
に
、
他
民
族
叫

一

義

は
民
の
園
民
た
る
資
格
を
有
す
ペ
舎
で
は
な
い
。
か
く
て
黛
の
綱
領
に
、
「
霊
園
民
た
り
う
る
者
は
翼
民
族
忙
限
ら
る
。
而
し
↑
蜘

て
濁
逸
民
族
と
は
そ
の
信
仰
白
如
何
を
と
は
主
珂
泡
人
。
血
統
を
有
す
る
も
の
に
限
ら
る
元
従
っ
て
猶
太
人
は
濁
逸
圃
民
た
り
え

F

酬

と

L

(
榊
川
)
「
濁
港
間
四
民
た
り
え
ざ
る
も
の
は
唯
客
分
と
し
て
満
市
灘
闘
に
生
活
し
ろ
る
も
の
で
あ
り
外
岡
人
法
白
趨
用
を
う
け
ね
一
/
一
一

ば
た
ら
白
J

一
(
僻
五
)
'
r
た
し
、
更
に
外
岡
人
の
濁
逸
圏
内
の
禁
止
乞
防
が
ん
と
し
て
「
今
後
は
一
切
非
加
還
人
心
来
住
を
禁
守
る
。
ー
一
ト
前

と
掲
げ
て
ゐ
る
。
(
帥
ヘ
)
ナ
チ
ス
の
民
族
世
界
一
慨
は
民
族
、
の
市
川
の
慣
値
を
か
の
ま
地
心
債
値
と
共
忙
最
も
高
〈
評
一
慣
す
る
の
で
あ
Z

一'0) 

ナ
チ
ス
に
於
げ
る
両
家
油
国

第
五
十
七
巻

第
二
一
揖

匹f



ナ
チ
ス
に
於
け
る
凶
来
像

第
五

f
七
笹

pq 

争再

拙

PLI 

が
‘
血
の
慣
他
の
高
き
静
岡
聞
は
自
ら
又
血
の
掛
川
潔
h
k
要
求
し
他
民
族
と
の
混
血
を
観
力
防
止
せ
ん
と
す
る
。
特
に
獄
友
人
と
の
混
向

は
「
弼
逸
ノ
血
T

濁
海
ノ
名
以
リ
ト
ノ
保
護
ノ
タ
メ
ノ
法
律
」
(
口
2
1
N
N
一H
E
M
-
E
Z
す
白
2
5
Z
E
豆
固
定
u

ロ
コ
島
骨
同

Q
E
E
E
E
Z

昌
昌
)
に
よ
り
て
晶
子
ぜ
ら
れ
た
。
猶
太
人
が
枇
合
的
・
粧
神
的
・
政
治
的
地
位
か
ら
放
逐
さ
れ
た
る
事
貨
の
報
告
は
之
を
省
略
す
る
。

之
主
要
す
る
に
ナ
チ
ス
の
世
以
椀
即
ち
新
し
き
建
闘
精
紳
は
他
民
膝
b
け
で
も
猶
太
人
を
澗
逸
民
族
内
生
活
共
同
四
聞
か
ら
原
則
と
し

て
と
り
除
か
ん
と
す
る
の
政
策
を
樹
つ
る
に
至
っ
た
。
ナ
チ
ス
は
之
を
以
て
師
団
内
年
の
猶

ι摘
を
ナ
チ
ス
政
機
に
よ
り
て
解
決
せ
ん

• 

と
意
岡
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

む

す

;:r 

市
人
は
第
岡
山
坂
・
第
二
岡
，
V

抗
・
中
間
岡
家
の
岡
家
朝
念
乃
王
構
造
を
検
討
し
て
ナ
チ
ス
岡
家
に
及
ん
だ
。
人
々
は
E
れ
に
よ
り

て
調
品
唱
が
岡
山
北
形
成
心
篤
に
如
何
に
離
脱
の
道
七
年
一
歩
ん
だ
も
の
か
、
及
、
過
去
の
岡
家
は
如
何
に
不
完
全
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知

り
う
る
で
あ
ら
う
。
ナ
チ
ス
に
上
り
て
新
し
〈
建
設
せ
ら
れ
た
岡
家
は
正
に
こ
れ
ら
の
過
去
の
同
家
白
脆
引
制
作
を
克
服
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
川
市
し
て
如
何
た
る
鮪
ま
で
そ
れ
を
資
際
的
忙
た

L
遂
げ
う
る
か
は
今
日
及
♂
粥
来
の
問
題
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
の
世

凶
坪
糊
も
岡
家
理
念
も
決
し
て
偶
然
に
生
ま
れ
た
も
の
で
在
い
と
と
は
定
分
に
珂
解
さ
れ
る
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
五
日
人
は
外
岡

が
数
庁
年
の
背
慨
を
続
け
て
猫
解
決
し
え
ぎ
る
岡
家
問
題
を
数
千
年
或
は
数
百
牛
の
昔
よ
り
解
決
し
て
ゐ
る
日
本
岡
家
の
偉
大
さ
忙

今
夏
乍
ら
日
を
隣
る
の
で
あ
る
。
(
一
八
、
八
、
二
C
)




